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【手続補正書】
【提出日】平成21年7月3日(2009.7.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中枢神経系障害の治療用医薬の調製のための、成体神経幹細胞（ａＮＳＣ）の使用。
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【請求項２】
　炎症を低減させることにより組織防御を誘導するための医薬の調製のための、幹細胞の
使用。
【請求項３】
　前記炎症が中枢神経系障害に関連したものである、請求項２に記載の使用。
【請求項４】
　中枢性寛容および／または末梢性寛容を誘導するための医薬の調製のための、幹細胞の
使用。
【請求項５】
　中枢神経系浸潤性前炎症性Ｔ細胞のアポトーシスを誘導するための医薬の調製のための
、幹細胞の使用。
【請求項６】
　中枢神経系障害に関連した炎症（神経炎症）を低減させることにより、組織防御を誘導
するための医薬の調製のための幹細胞の使用であって、炎症に関連するタイムウィンドウ
で中枢神経系障害に罹患した患者に前記幹細胞を投与してもよい、前記使用。
【請求項７】
　中枢神経系障害において中枢性寛容および／または末梢性寛容を誘導するための医薬の
調製のための幹細胞の使用であって、炎症に関連するタイムウィンドウで中枢神経系障害
に罹患した患者に前記幹細胞を投与してもよい、前記使用。
【請求項８】
　前記幹細胞が胚性幹細胞でない、請求項１～７のいずれか１項に記載の使用。
【請求項９】
　前記幹細胞が成体多能性体性幹細胞である、請求項１～８のいずれか１項に記載の使用
。
【請求項１０】
　前記幹細胞がａＮＳＣである、請求項９に記載の使用。
【請求項１１】
　前記幹細胞が成体神経前駆細胞である、請求項１～１０のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１２】
　前記ａＮＳＣが成体脳または脊髄由来である、請求項１～１０のいずれか１項に記載の
使用。
【請求項１３】
　前記幹細胞が炎症部位への標的化部分を含んでなる、請求項１～１２のいずれか１項に
記載の使用。
【請求項１４】
 前記幹細胞がプロアポトーシス分子を発現している、請求項１～１３のいずれか１項に
記載の使用。
【請求項１５】
 前記治療を中枢神経系障害の発症後に行う、請求項１～１４のいずれか１項に記載の使
用。
【請求項１６】
　前記医薬が神経変性障害の治療用である、請求項１～１５のいずれか１項に記載の使用
。
【請求項１７】
　前記医薬が中枢神経系障害の治療用であり、かつ該中枢神経系障害が、認知症、多発性
硬化症、筋萎縮性側索硬化症、アルツハイマー病、ハンチントン病、パーキンソン病、脳
腫瘍、脊髄損傷および虚血性脳卒中からなる群より選択される、請求項１～１６のいずれ
か１項に記載の使用。
【請求項１８】
　前記医薬が、慢性炎症を特徴とする全身性障害または臓器特異的障害の治療用である、



(3) JP 2009-501208 A5 2009.8.20

請求項１～５、８～１４のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１９】
　前記医薬が、関節リウマチまたはＩ型糖尿病の治療用である、請求項１８に記載の使用
。
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